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山 県 市 広 報 番 組  
毎日１回15分間放送

毎週月曜日　19:00～19:15
毎週火曜日　18:15～18:30
毎週水曜日　12:00～12:15
毎週木曜日　20:30～20:45
毎週金曜日　12:30～12:45
毎週土曜日　11:15～11:30
毎週日曜日　  9:45～10:00

毎日1回15分間放送
8:30～8:45

地上デジタル放送
12chの

チャンネルCCN

地上デジタル放送
11chの

チャンネルCCN

今月の放送内容はこちら。
●「山県市シティプロモーション事業」を
	 紹介します。

●「元気もりもり！やまがたっ子」では、
	「富岡保育園」を紹介します。

リポーターの
伊藤由美子です。

なお、上記スケジュールは予告なく
変更される場合があります。

屋
外
広
告
物
と
は

　
ビ
ル
の
屋
上
に
あ
る
広
告
塔
、
建
物
の

壁
に
あ
る
壁
面
広
告
や
電
柱
広
告
な
ど
そ

の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
た
、
そ
の

内
容
が
営
利
目
的
な
広
告
か
ど
う
か
は
問

い
ま
せ
ん
。

　
自
分
の
店
舗
や
会
社
な
ど
に
表
示
す
る

店
舗
名
や
会
社
名
な
ど
も
屋
外
広
告
物
に

な
り
ま
す
。
例
え
ば
図
の
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
す
。

　
屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
場
合
、
そ
の

多
く
は
許
可
手
続
き
が
必
要
で
す
。
自
社

の
店
舗
や
会
社
な
ど
に
表
示
す
る
会
社
名

な
ど
も
、
一
定
の
基
準
を
超
え
な
い
場
合

を
除
き
、
許
可
が
必
要
で
す
。
事
前
に
市

に
申
請
し
、
許
可
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
広
告
物
の
設
置
、
管
理
を
請
け
負

う
事
業
者（
屋
外
広
告
物
事
業
者
）に
依
頼

す
る
場
合
は
、
岐
阜
県
の
登
録
を
受
け
て

い
る
業
者
か
ど
う
か
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

　
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
広
告
物
を
表
示
・

設
置
し
た
場
合
、
罰
則
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
こ
の
よ
う
な
屋
外
広
告
は
違
反
で
す
◇

①
破
損
し
た
り
、
倒
壊
落
下
の
お
そ
れ
が

あ
る
も
の
や
、
道
路
の
安
全
利
用
を
妨
げ

る
も
の
な
ど

②
掲
出
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
件
に
つ
け

た
も
の

▼
歩
道
橋
▼
信
号
機
▼
道
路
上
の
柵
▼
街

路
樹
▼
電
柱　
な
ど

③
掲
出
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
地
域
に
つ
け

た
も
の

▼
東
深
瀬
白
山
神
社
の
拝
殿
の
周
囲
50
ｍ

の
範
囲
▼
官
公
署
、
学
校
、
図
書
館
、
公

民
館
、
体
育
館
、
公
園　
な
ど
▼
信
号
の

あ
る
交
差
点
、
曲
が
り
角
、
坂
の
頂
上
な

ど
設
置
す
る
と
交
通
に
支
障
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
場
所
▼
信
号
の
有
無
に
関
係
な

く
、
国
道
と
国
道
、
国
道
と
県
道
、
県
道

と
県
道
と
の
交
差
点

④
高
さ
や
表
示
面
積
、
設
置
場
所
な
ど
の

許
可
基
準
に
違
反
し
た
も
の

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課　
℡
22
―
６
８
３
２

山 県

山県市

山県市 Y
YAMAGATA

広告塔
壁面広告

壁面広告

電柱広告

電柱広告
野立広告

屋上広告

知
っ
て
い
ま
す
か
。
屋
外
広
告
の
ル
ー
ル

９
月
１
日
〜
10
日
は
屋
外
広
告
物
適
性
化
旬
間
で
す
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９ 月 ９ 日 は 救 急 の 日

　南消防署では、皆さんの救急に対する意識を高めても
らうために、毎月第2日曜日に定期救急講習会（9時〜12
時）を行っていますので、ぜひ受講してみてください。

あなたの家には取り付けましたか？

まだの場合は一日も早い設置を
お願いします

★AED（自動体外式除細動器）は音声で使い方を誘導してく
れます。

　実際に使う勇気、人を助けたいという気持ちが大事です。

火事は決して他人事ではなく、どこの家庭にも起こりうることです。
万が一の時でも、住宅用火災警報器があればいち早く火災を知らせてくれます。

蘇生法を知っておけば、いざというときに不安がなくなります！

「みんなで、講習を受けましょう!!」

「まさか」の火事！
火災警報器で助かる命

住宅用火災警報器

ダイヤル 119 火災・救急・救助は119　消防本部 ℡22-0119

設置は義務です

問消防本部予防課　℡22－3874
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